
 
 

○ 心身機能の低下や、体力が低下された方が、住み慣れた家

で安心した生活が過ごせるように、理学療法士や言語聴覚士が

直接ご自宅へ訪問し、リハビリテーションを実施します。 

 自宅に訪問して行う訪問リハビリテーションは、身体機能の

維持・向上だけでなく、現在の能力を日常生活で使い続けてい

く働きかけを行います。 

また、ご家族に対する介助方法の提案や住宅改修・福祉用具

についてのアドバイスや、ご利用者一人一人の身体能力に応じ

た運動指導も必要に応じて行っています。 

 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクラス中央病院 
～ 訪問リハビリのご紹介！ ～ 

訪問リハビリ訓練内容 

○ 歩行訓練やバランス訓練を行い、

より安定した移動動作のリハビリを行

います。また、移動手段（歩行や車椅

子など）の検討や補装具（杖・装具な

ど）の検討を行うことで安定した移動

能力を目指してリハビリを行います。 

 

○ 必要な福祉用具や住宅改修につい

ての検討を行います。（手すり、車椅子、

食具、コミュニケーション機器等） 

○ ご自宅で行える運動や動作の指導を

行います。（ご本人様、ご家族様、また必

要に応じ介護サービスの担当者への指導） 

○ 言葉が話しにくい方やうまく

食事が食べられない方に、どのよ

うな工夫が必要であるかの検討を

行います。 

 

○ 筋力低下や運動麻痺のある方へ徒手療法（促通

反復療法など）や物理療法（電気刺激療法、振動刺

激療法を行うことで運動機能の改善を図ります。 



（ 問い合わせ先 ） 

医療法人博康会 アクラス中央病院 

訪問リハビリテーション事業所 

（介護事業所番号：4610126437） 

TEL:099-203-0100 FAX:099-203-0101 

担当：宝満 厚太（ほうまん こうた） 

 

 
 

○ ご利用いただける方！ 

要支援１～２、要介護１～５の認定を受けている方。 

○ 要支援の認定を受けている方。 

長寿あんしん相談センターへご相談、申し込みをされてください。 

○ 要介護の認定を受けている方。 

居宅介護支援事業所へご相談、申し込みをされてください。 

 

☆ 要支援の方 ☆ 

算定内容 介護保険対応（自己負担金） 

介護予防訪問リハビリ費 

（1回 20分） 
1回につき、３０７円 

サービス提供体制強化加算 1回につき、+６円 

短期集中リハビリテーション加

算（退院日・認定日から 3カ月

以内で、週 2回、1回 20分以上） 

1日につき、+２００円 

 

☆ 要介護の方 ☆ 

算定内容 介護保険対応（自己負担金） 

訪問リハビリ費 

（1回 20分） 
1回につき、３０７円 

リハマネ加算 A（イ） 1月につき、+１８０円 

リハマネ加算 A（ロ） 1月につき、+２１３円 

リハマネ加算 B（イ） 1月につき、+４５０円 

リハマネ加算 B（ロ） 1月につき、+４８３円 

サービス提供体制強化加算 1回につき、+６円 

移行支援加算 1回につき、+１７円 

短期集中リハビリテーション加

算（退院日・認定日から 3カ月

以内で、週 2回、1回 20分以上） 

1日につき、+２００円 

 

 

 

１．訪問リハビリのご希望 

○ ご利用者やご家族のご希望・主治医

からの勧めなど。 

○ ケアマネージャーに相談。 

２．相談 

○ ケアマネージャーより、当院へのご

依頼、ご相談。 

３．依頼 

○ 訪問リハビリ担当者が、ケアマネー

ジャーへ受け入れの可否の報告。 

○ サービス開始までの流れ、依頼内容

等の確認を行う。 

４．訪問リハ処方箋依頼 

○ 訪問リハビリ開始前までに、当院を

受診して頂く必要があります。（3 ヶ月

に 1度） 

○ 受診が困難な場合は、訪問診療にて

の対応も可能な場合があります。ご相談

下さい。 

５．担当者事前訪問、担当者会議 

○ 訪問リハビリ担当者が、ご利用者宅

へ事前訪問に伺います。 

○ サービス提供内容・契約書などの説

明・確認を行います。 

訪問リハをご利用するまでの流れ！ 
 

６．訪問リハビリ開始 

※ 介護保険の自己負担割合が 2 割の方は上記金額の 2 倍、3 割の

方は上記金額の 3 倍の負担額になります。 

 


